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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方へ片持ち状に延出する一対の支持壁を備え、これら一対の支持壁の間にトイレット
ペーパを保持可能な紙巻き器本体と、
　幅方向両側に一対の嵌合部が形成されており、複数の前記紙巻き器本体が幅方向に並列
した状態で、隣接する一方の前記支持壁を一方の前記嵌合部に嵌合し、隣接する他方の前
記支持壁を他方の前記嵌合部に嵌合して前記支持壁同士を連結し、隣接する前記紙巻き器
本体の境界部分を覆うカバー部材と、
　前記カバー部材と分離し個別に設けられ、前記支持壁に装着される２個のキャップ部材
と、
　を備えており、
　前記支持壁は、前記カバー部材と前記キャップ部材とが選択的に嵌め付け可能であるこ
とを特徴とする紙巻き装置。
【請求項２】
　前記紙巻き器本体は、背板を備え、
　前記一対の支持壁は前記背板の幅方向両端部に配されていることを特徴とする請求項１
に記載の紙巻き装置。
【請求項３】
　背板と前記背板の幅方向両端部に配され前方へ片持ち状に延出する一対の支持壁とを備
え、トイレットペーパを保持可能な紙巻き器本体と、
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　複数の前記紙巻き器本体が幅方向に並列した状態で、隣接する前記支持壁同士を連結可
能であり、隣接する前記紙巻き器本体の境界部分を覆うカバー部材と、
　を有しており、
　前記紙巻き器本体は、前記両支持壁の間を上下方向に揺動可能に設けられた紙切り部材
をさらに備え、
　前記カバー部材と幅方向に隣接する前記紙巻き器本体の隣接する前記両支持壁とを連結
する連結部位同士の幅方向に関する間隔が、前記支持壁における前記背板側の端部より前
端側の方が幅狭となっていることを特徴とする紙巻き装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙巻き装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、トイレットペーパを横並びの２連に保持する紙巻き装置が知られている。一
例として、下記特許文献１が知られている。このものは、設置壁に固定されるホルダー本
体に対し三つの爪保持壁を幅方向へ等間隔で取り付けるようにした構成である。この構成
であると、保持するトイレットペーパの数に対応した専用のホルダー本体を用意する必要
があり、部品管理やコストの点で問題がある。
【０００３】
　そこで、一つのトイレットペーパを保持する単体の紙巻き器を複数個用いて、これらを
保持すべきトイレットペーパの数に応じて順に並列して行く方式が考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２３８８０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、このような複数個の並列方式であると、隣接する紙巻き器の継ぎ目にゴミが落
ち込んでたまり易く、加えて、たまったゴミの掃除がし辛いという問題もある。また、個
々の紙巻き器を単に繋いだだけであり、全体形態としてのデザイン上のまとまりに欠ける
といった点も指摘できる。
【０００６】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、境界部分での掃除を容
易に行うことができる紙巻き装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の紙巻き装置は、前方へ片持ち状に延出する一対の支持壁を備え、これら一対の
支持壁の間にトイレットペーパを保持可能な紙巻き器本体と、
　幅方向両側に一対の嵌合部が形成されており、複数の前記紙巻き器本体が幅方向に並列
した状態で、隣接する一方の前記支持壁を一方の前記嵌合部に嵌合し、隣接する他方の前
記支持壁を他方の前記嵌合部に嵌合して前記支持壁同士を連結し、隣接する前記紙巻き器
本体の境界部分を覆うカバー部材と、
　前記カバー部材と分離し個別に設けられ、前記支持壁に装着される２個のキャップ部材
と、
　を備えており、
　前記支持壁は、前記カバー部材と前記キャップ部材とが選択的に嵌め付け可能であるこ
とを特徴とする。
【０００８】
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　本発明によれば、複数個の紙巻き器本体が幅方向に並列して設置された状態で隣接する
紙巻き器本体の境界部分をカバー部材によって覆うことができる。したがって、個々の紙
巻き器本体の単なる集合体として認識させるのでなく、切れ目のない連続体として認識さ
せうるため、複数のトイレットペーパを保持する紙巻き装置としてのデザイン性を向上さ
せることができる。また、カバー部材によって紙巻き器本体の境界にゴミが落ち込んでし
まうことが回避され、掃除もし易くなる、という利点もある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】単体状態での紙巻き器において、一方の支持壁からキャップ部材を取り外した状
態を示す斜視図
【図２】カバー部材によって紙巻き器を２連に接続した形態を示す斜視図
【図３】同じく正面図
【図４】同じく平面図
【図５】カバー部材を取り外して支持壁を側方から見た側面図
【図６】カバー部材と支持壁との連結状態を示す側面図
【図７】連結突起と係止凹部との係止状態を拡大して示す断面図
【図８】カバー部材の斜視図
【図９】カバー部材における上下方向中央部での平断面図
【図１０】図９のＡ－Ａ線断面図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明における好ましい実施の形態を説明する。
　前記紙巻き器本体は、背板と前記背板の幅方向両端部に配され前方へ片持ち状に延出す
る一対の支持壁とを備える一方、前記カバー部材は幅方向に隣接する前記紙巻き器本体の
隣接する前記支持壁同士を連結可能な構成としてもよい。
　このような構成によれば、カバー部材という単一の部材が紙巻き器本体同士の連結機能
とカバー機能とを兼備するから、仮に、カバー機能をもった部材とは別に連結専用の部材
を要するとした場合と比べれば部品点数を削減することができる。
【００１１】
　また、前記紙巻き器本体は、前記両支持壁の間を上下方向に揺動可能に設けられた紙切
り部材をさらに備え、前記カバー部材と幅方向に隣接する前記紙巻き器本体の隣接する前
記両支持壁とを連結する連結部位同士の幅方向に関する間隔が、前記支持壁における前記
背板側の端部より前端側の方が幅狭となるよう構成してもよい。
　仮に、紙巻き器本体の両支持壁の前端が内向きとなるように変形していると、支持壁と
紙切り部材とが干渉してしまう虞がある。しかし、上記のような構成によれば、カバー部
材が隣接する紙巻き器本体を連結した際に、隣接する支持壁の前端側同士を接近する方向
、つまり幅方向外側に強制的に拡開させるよう矯正することができる。これによって、紙
切り部材と支持壁との干渉を未然に回避することができる。
【００１２】
　＜実施例１＞
　図１は紙巻き器本体１の単体状態を示しており、一方（図示右側）の支持壁２に装着さ
れているキャップ部材３を取り外した状態を示している。図２乃至図４は２個の紙巻き器
本体１を幅方向に並列して連結した状態を示している。但し、以下の説明において「幅方
向」とは図３における左右方向であり、「前後方向」とは図４における上下方向であり、
「上下方向」とは図５における上下方向を言うものとする。
【００１３】
　さて、紙巻き器本体１は合成樹脂製であり、図４に示すように、背板４と、この背板４
の前面において幅方向両端部に取り付けられた一対の支持壁２と、両支持壁２の間におい
て上下方向へ揺動可能に取付けられた紙切り部材５とを備えて構成されている。
【００１４】
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　図３に示すように、背板４は横長の略方形状に形成され、設置壁Ｗに対する取付け用の
凹部６が３か所に設けられている。取付け用の凹部６は、上部側において幅方向に分かれ
て２箇所、下部側において幅方向中央に一箇所が配されている。上部側に配された両取付
け用の凹部６は幅方向へ長く延出され、下部側に配された取付け用の凹部６は縦方向に長
く延出されている。いずれの取付け用の凹部６においても、取付け用凹部６の延出方向と
同方向への長孔となった差し込み孔７が貫通している。但し、本実施例１においては下部
側に配された差し込み孔７は上部側のものに比べて短めに形成されている。差し込み孔７
の周囲には座面６Ａが形成され、差し込み孔７を介して設置壁Ｗにねじ込まれるねじ８の
頭部を受けるようになっている。
【００１５】
　背板４の幅方向両側縁には一対の支持壁２が前方へ片持ち状に延出して形成され、幅方
向で対向している。図５に示すように、両支持壁２は、鉛直方向に沿って延びる後縁およ
び水平方向に沿って延びる上下縁がストレート状をなして形成されるが、前縁は半円状を
なして形成されている。
【００１６】
　図５等に示すように、支持壁２の前縁部寄りでかつ上下方向に関して上部寄りの部位に
は縦長の窓孔９が開口している。この窓孔９にはトイレットペーパＴを保持するための保
持爪１０が装着される。
【００１７】
　支持壁２の外面であって窓孔９の開口縁には、窓孔９を全周から取り囲むようにして窓
枠１１が立設されている。窓枠１１のうち下端縁には補強縁１２が連続しかつこの補強縁
１２は前後方向に沿いつつ支持壁２の後端まで延出している。補強縁１２のうち窓枠１１
の下縁に対応する長さ範囲は、全範囲に亘って逃がし凹部１３が切欠き形成されている。
　図１、図５に示すように、窓枠１１において前後に対向する両側縁の上下方向の中央部
及び下端寄りには前後でペアをなす計２対の切欠き溝１４が形成されている。下端寄りに
配された両切欠き溝１４には保持爪１０の支持軸１５が横架されている。保持爪１０はこ
の支持軸１５を中心として回動可能であり、支持壁２の内方へ支持壁２の壁面とほぼ直交
して水平姿勢で突出する突出位置と、窓孔９内に引っ込んでほぼ直立姿勢で退避する退避
位置との間を回動可能である。保持爪１０が突出位置にあるときには、保持爪１０の付け
根側が窓孔９の下縁部に当接することで突出位置を越えて回動することが規制されている
。一方、保持爪１０が退避位置にあるときには、窓枠１１の上縁部の前後方向中央部に下
向きに突出形成されたストッパ突起１６に保持爪１０の先端部が当接することで、保持爪
１０が退避位置を越えて回動することが規制されている。
【００１８】
　保持爪１０は窓孔９にほぼ適合する外形に形成され、先端側のみ前後部が角落しされて
いる。保持爪１０の基端部には前後方向に沿って筒状のばね装着部１７が形成されている
。ばね装着部１７は図５等に示すように、前後方向に関する一定範囲が外方へ向けて開口
して横穴１７Ａが形成されている。前記した支持軸１５は、中央部にトーションバネ１８
が巻着された状態でばね装着部１７の前後両端部を貫通し、上記したように、下端寄りに
配された両切欠き溝１４の間に橋渡されている。
【００１９】
　図５に示すように、支持壁２の外面において、窓枠１１の前後両側縁の下端部から前後
方向外方へ等距離だけ離れた位置には、一対のずれ止め壁１９が立設されている。このず
れ止め壁１９は保持爪１０の支持軸１５の両軸端面に当接可能であり、支持軸１５の軸方
向へのずれ規制を行っている。なお、両ずれ止め壁１９のうち後側のものはその下端が補
強縁１２に接続されている。
【００２０】
　また、図５に示すように、支持壁２の外面において補強縁１２を挟んで窓枠１１の下方
にはばね受け部２０が突設されている。ばね受け部２０は前後方向両側から中央部に向け
て徐々に突出高さを増すような略山形形状に形成され、かつ頂部が平面をなす台状に形成
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されている。さらに、図５に示すように、ばね受け部２０の頂部には上下方向に沿ってず
れ止め溝２１が凹設されている。前記したトーションバネ１８の一端はこのずれ止め溝２
１に係止し、他端は、詳細には図示しないが、ばね装着部１７内に連通する保持爪１０の
中空空間内に延びて同空間内の壁面に係止している。これにより、トーションバネ１８は
保持爪１０を突出位置へ向けて回動するよう付勢する。
【００２１】
　支持壁２の後縁を除く周縁には外向きに周壁２２が立設されており、この周壁２２には
キャップ部材３とカバー部材２３が選択的に嵌め付け可能である。周壁２２は窓枠１１及
び補強縁１２の突出高さとほぼ同じ高さに形成されている。周壁２２のうち支持壁２の前
端部には上下二箇所に開口２４が配され、両開口２４の間には前小壁２５が形成されてい
る。この前小壁２５の外面、および残りの周壁２２における外面には適当間隔毎に複数の
連結突起２６が突出形成されている。これら連結突起２６は前後方向に沿った同一ライン
上に配置されている。図７に示すように、各連結突起２６にはキャップ部材３あるいはカ
バー部材２３の嵌合方向（同図に示すＳ矢印方向）に沿って先端側から徐々に上り勾配と
なる傾斜面２６Ａが形成され、嵌合方向後端はほぼ真っ直ぐ（周壁２２の外面からほぼ直
角）に起立した係止面２６Ｂが形成されている。
【００２２】
　キャップ部材３も合成樹脂製であり、図１に示すように、支持壁２の全面に適合する蓋
板２７を有し、その周縁の全縁には嵌合壁２８が形成されている。嵌合壁２８は支持壁２
の周壁２２に対し外側から嵌合可能である。蓋板２７の内面には支持壁２の各切欠き溝１
４に突入される軸押さえ２９が４か所に突出形成されている。キャップ部材３が支持壁２
に嵌着されたときに、軸押さえ２９のうち切欠き溝１４のうち保持爪１０の支持軸１５が
通過しているものに対応する位置にあるペアは、対応する切欠き溝１４のペア内に突入し
、支持軸１５の両端部寄りの部位を押さえ込むことで、保持爪１０を外れ止めしている。
キャップ部材３を支持壁２に取り付けたときに、軸押さえ２９のうち支持軸１５に対応し
ないペアを設けているのは、左右のキャップ部材３は装着時に上下が逆転する関係にある
ことを考慮したうえで、両キャップ部材３を左右共通の部品とするためである。
【００２３】
　さらに、キャップ部材３の嵌合壁２８の内面側には複数の係止受け部３０が方形状に凹
み形成され、これらは支持壁２の各連結突起２６に対応した位置に配されている。
【００２４】
　紙切り部材５は、基板５Ａを有しており、その後端部には詳細には図示されないが、幅
方向外方へ向けて支持軸部５Ｂが突出している。両支持軸部５Ｂは、両支持壁２の内面に
おける後端上部に形成された軸孔３１へ差し込まれ、紙切り部材５全体を支持軸部５Ｂを
中心として上下方向に回動可能に支持している。基板の内面側であって先端部寄りには図
示しないおもりが装着されていて、紙切り部材５全体を下方、つまりトイレットペーパＴ
に覆い被さる方向に付勢している。また、基板５Ａの先端にはほぼ全幅に亘って鋸刃状の
紙切り部５Ｃが形成されている。
【００２５】
　次に、主として図８乃至図１０を参照してカバー部材２３の説明を行う。本実施例１の
カバー部材２３は幅方向に並列する複数の紙巻き器本体１の継ぎ目を隠す機能と、紙巻き
器本体１を幅方向に連結する機能とを有する。
【００２６】
　カバー部材２３も合成樹脂材にて一体に形成されている。カバー部材２３は、仕切り板
３２とこの仕切り板３２から幅方向両側へ対称に張り出す覆い壁３３とを備えて形成され
ている。覆い壁３３は仕切り板３２の全周縁に沿って形成されている。カバー部材２３に
おいて、仕切り板３２を挟んで幅方向両側は一対の嵌合部Ｒ１，Ｒ２となっている（図９
参照）。両嵌合部Ｒ１，Ｒ２は、紙巻き器本体１を幅方向に並列させたときに、隣り合う
支持壁２の周壁２２に対して嵌合可能であるとともに、紙巻き器本体１の継ぎ目となる両
周壁２２の全範囲を覆い隠すことができる。但し、実施例１では好ましい形態として両周
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壁２２の全範囲を覆い隠す形態を例示したが、一部、例えば周壁２２の上部領域が覆い隠
される形態としてもよい。
【００２７】
　覆い壁３３は、後端に位置する後壁部３３Ａとこの後壁部３３Ａの上下両端から前端の
頂点部（前方へ最も突出した部位：図１０でＰにて示される部位）にかけての上下の領域
である上側壁部３３Ｂ及び下側壁部３３Ｃとからなっている。図９に示すように、覆い壁
３３全体の幅寸法に関し、後端側から頂点部Ｐに向けて徐々に幅狭となるように形成され
ている。図９に示すように、覆い壁３３の後端部での幅寸法をＷ１としたときに、頂点部
Ｐでの幅寸法Ｗ２はＷ１＞Ｗ２となっている。
【００２８】
　また、両嵌合部Ｒ１，Ｒ２には覆い壁３３の内面に複数の係止凹所３４が凹設され、そ
れぞれが前後方向に沿って２列に配されている。各係止凹所３４は仕切り板３２を境にし
て対称位置に配されている。これら係止凹所３４はキャップ部材３の各係止受け部３０に
対応するものであり、両嵌合部Ｒ１，Ｒ２が、幅方向に隣接する紙巻き器本体１の隣接す
る両支持壁２に嵌合したときに、各係止凹所３４は隣接する紙巻き器本体１の連結突起２
６の各列にそれぞれ嵌合し、これによってカバー部材２３を介して紙巻き器本体１同士を
幅方向に連結することができる。
【００２９】
　ところで、両嵌合部Ｒ１，Ｒ２において幅方向で対応する関係にある係止凹所３４同士
の間隔は、図９に示すように、後端側から頂点部側にかけて徐々に幅狭となるように設定
されている。例えば、後端側に位置する係止凹所３４のペアの間隔をＷ３としたときに、
頂点部に位置する係止凹所３４のペアの間隔Ｗ４はＷ３＞Ｗ４となっている。したがって
、幅方向で隣接する紙巻き器本体１がカバー部材２３によって連結された状態では、幅方
向に隣接する支持壁２の前端側は幅方向外側へ、つまり隣接する支持壁２同士を互いに接
近させる方向に強制変形させられることになる。このことにより、隣接する紙巻き器本体
１において支持壁２と紙切り部材５との干渉が未然に回避されることになる。
【００３０】
　図１０に示すように、仕切り板３２の両面において覆い壁３３寄りの周縁であって、各
係止凹所３４に対応した位置には肉抜き孔３５が複数個所に開口している。また、仕切り
板３２における前部寄りの部位にはキャップ部材３と同様の軸押さえ３６が４か所にそれ
ぞれ外向きに突出形成されている。各軸押さえ３６の配置、構成及び機能についてはキャ
ップ部材３で説明したものと全く同様であるため、重複した説明は省略する。
【００３１】
　次に、上記のように構成された本実施例１の作用効果を説明する。紙巻き器本体１が単
体で使用されるときには、両支持壁２のそれぞれにキャップ部材３が取付けられ、その状
態で設置壁Ｗに対してねじ８を介して全体の固定がなされる。トイレットペーパＴを保持
するときには、トイレットペーパＴにて紙切り部材５を上方へ押し上げつつ両支持壁２の
間に嵌め入れる。これに伴い、トイレットペーパＴの外周面が突出位置にある双方の保持
爪１０に下方から当接するため、両保持爪１０はトーションバネ１８のばね力に抗して退
避位置に押し込まれる。そして、トイレットペーパＴの芯体の筒孔（いずれも図示しない
）が保持爪１０と適合すれば、保持爪１０はトーションバネ１８にて突出位置に復帰して
筒孔内に刺さり込む。かくして紙巻き器本体１にトイレットペーパＴが保持される。
【００３２】
　一方、紙巻き器本体１を幅方向に連結して使用するときには、設置壁Ｗへの固定に先立
って、紙巻き器本体１を連結したときに隣接（対向）する位置関係となる支持壁２からキ
ャップ部材３をそれぞれ取り外しておく。
【００３３】
　この状態で、一方の紙巻き器本体１に対し、キャップ部材３が取り外された状態の支持
壁２に対しカバー部材２３の一方の嵌合部を適合させてそのまま嵌合させる。具体的には
、支持壁２における周壁２２の外面に対しカバー部材２３の覆い壁３３の片側を適合させ
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て嵌合させる。これにより、周壁２２の各連結突起２６にカバー部材２３の対応する係止
凹所３４が係止するのであるが、前述したように、各連結突起２６にはカバー部材２３の
嵌合方向に沿った傾斜面２６Ａが形成されているため、嵌合作業は円滑になされ、傾斜面
２６Ａを越えた時点で係止面２６Ｂが係止凹所３４の開口縁に係止してカバー部材２３の
外れ止めがなされる（図７状態）。また、上記したカバー部材２３の嵌合の際には、各軸
押さえ３６が対応する切欠き溝１４にそれぞれ進入する。４つの軸押さえ３６のうち下側
のペアについては、下側の切欠き溝１４に進入した際に、保持爪１０の支持軸１５の両端
部を押さえ付けて保持爪１０の固定がなされる。
【００３４】
　上記のようにして一方の紙巻き器本体１に対してカバー部材２３の片側の嵌合部Ｒ１（
Ｒ２）の嵌合が完了すれば、同様の要領で他方の紙巻き器本体１に対してもカバー部材２
３の他方の嵌合部Ｒ２（Ｒ１）への嵌合作業を行う。こうすることで、二つの紙巻き器本
体１がカバー部材２３を介して横並びに連結された形態の紙巻き装置が得られる。こうし
て得られた紙巻き装置は、両紙巻き器本体１の背板４をそれぞれねじ止めすることによっ
て設置壁Ｗへの取付けがなされる。
【００３５】
　以上のように、本実施例１の紙巻き装置では、カバー部材２３の覆い壁３３が隣接する
支持壁２の間を橋渡すようにして両支持壁２の周壁２２の全範囲を覆い隠すため、つまり
、両紙巻き器本体１のつなぎ目が覆われるため、つなぎ目にゴミが浸入することがなく、
掃除を簡単に行うことができる。
【００３６】
　また、上記のようにしてつなぎ目を覆い隠すため、使用者は二つの独立した紙巻き器を
単に連結したものとして認識するのでなく、複数のトイレットペーパＴを保持可能な一連
の紙巻き装置として認識する、というデザイン上の利点も得られる。さらに、本実施例１
によれば、独立した２つの紙巻き器本体１を連結したものであるため、単体の仕様と連結
した仕様とで紙巻き器本体１を共用することができる。換言すれば、一つの紙巻き器本体
１を単独で使用する仕様と、複数の紙巻き器本体１がカバー部材２３を介して複数個、連
結された仕様とを選択することが可能となる。つまり、両仕様で専用のものを必要としな
いから、コスト面で有利であり、部品管理も簡単になる。
【００３７】
　さらに、本実施例１の紙巻き装置では、カバー部材２３によって紙巻き器本体１を連結
した際に、両紙巻き器本体１に対するカバー部材２３の連結部位、すなわち幅方向で対を
なす連結突起２６と幅方向で対をなす係止凹所３４との係止部位の間隔が、後部側から前
部側に向けて徐々に狭くなるようになっているため、両紙巻き器本体１で隣接する支持壁
２の前端同士が互いに接近するように強制的に変形させられている。このため、仮に、一
つの紙巻き器本体１において支持壁２同士が互いに接近する方向へ内向きに変形していた
としても、カバー部材２３によって支持壁２同士を強制的に拡開変形させるようになって
いることから、支持壁２と紙切り部材５との干渉を未然に回避することができる。
【００３８】
　＜他の実施例＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば
次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
　（１）上記実施例では、カバー部材２３は紙巻き器本体１同士の連結機能を持たず、紙
巻き器本体１を個別に設置壁Ｗに固定するような形式のものであってもよい。
【００３９】
　（２）上記実施例では、紙巻き器本体１を２連に連結した形態を例示したが、３連以上
の形態であってもよい。
　（３）上記実施例では、カバー部材同士の連結部位を隣接する支持壁としたが、これに
代えて隣接する背板とすることも可能である。
　（４）上記実施例では、支持壁にキャップ部材を被せ付けるようにしたが、支持壁とキ
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ャップ部材を一体に形成することも可能である。
【符号の説明】
【００４０】
　１…紙巻き器本体
　２…支持壁
　４…背板
　５…紙切り部材
　２３…カバー部材
　２６…連結突起（連結部位）
　３４…係止凹所（連結部位）
　Ｔ…トイレットペーパ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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